
（平成２３年８月３１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認栃木地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



栃木国民年金 事案 957 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年２月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年２月 

    ねんきん定期便を確認したところ、申立期間の国民年金保険料が未納と

されていたが、納付していたはずなので、調査の上、保険料納付済期間と

して認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間については納付していたはずだ。」と申し立ててい

るとおり、Ａ町の国民年金被保険者名簿において申立期間は納付済みとなっ

ていることが確認できるところ、同町の国民年金記録簿においては平成９年

１月及び申立期間の２月が未納となっており、行政側の記録管理に不備がみ

られる。  

また、申立期間の前後は納付済みであり、申立期間の１か月間のみが未納

とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1707 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た

標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることか

ら、当該期間の標準報酬月額を 20万円に訂正することが必要である。 

 また、申立人は、申立期間②のうち、平成 12年１月１日から 20年 12月１

日までの期間について、その主張する標準報酬月額（18万円、19万円、20万

円、26万円及び 28万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、標準報酬月額に係る記録を、平成

12 年１月から同年 12 月までは 20 万円、13 年１月から同年 12 月までは 19 万

円、14 年１月から同年 12 月までは 20 万円、15 年１月から同年 12 月までは

26万円、16年１月から 18年 12月までは 28万円、19年１月から同年 12月ま

では 18万円、20年１月から同年 11月までは 26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

  さらに、申立期間②のうち、平成 20年 12月１日から 21年７月 24日までの

期間について、標準報酬月額の決定の基礎となる 20 年４月から同年６月まで

は標準報酬月額 26 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人に支払われ

ていたと認められることから、申立人の標準報酬月額に係る記録を同年 12 月

から 21年６月までは 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

      申 立 期 間 ： ① 平成８年 12月１日から９年 10月１日まで 

             ② 平成９年 10月１日から 21年７月 24日まで 

    ねんきん定期便で記録を確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申

立期間の標準報酬月額が著しく低い金額となっているため、調査の上、正し

い標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標



                      

  

準報酬月額は、当初、平成８年 12月から９年９月まで 20万円と記録されて

いたところ、同年２月 10日付けの随時改定により、８年 12月１日に遡って

９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。    

また、オンライン記録により、当該事業所の事業主及びその妻の平成７年

10 月の標準報酬月額が、遡及して８年９月 11 日に減額訂正されている上、

同年 11月１日付け随時改定（最低等級に改定）が、９年２月 10 日に行われ

ていることが確認できる。 

さらに、申立人を含め当該事業所の従業員 29 人に係る標準報酬月額の記

録が、平成８年 11 月から９年３月までの間に随時改定が行われ、事業主及

びその妻と同様に、最低等級の９万 8,000円に引き下げられているが、当該

改定の処理年月日は、いずれも申立人と同様、同年２月 10 日であることが

確認できる。 

加えて、事業主は、「平成８年頃から会社の経営状態が悪く社会保険料を

滞納していた。毎月、社会保険事務所の職員が来訪していた。社会保険料の

減額について説明され、その職員が届書を書いた。私はプロがするのだから

それでいいだろうと思った。」と証言しており、平成８年当時、当該事業所

において厚生年金保険料等の滞納があり、前述の随時改定等の処理は、滞納

額の減額のために行われたものである可能性がうかがえる。 

また、事業主及び元同僚の証言から、「申立人はＢ業務として勤務してい

た。」との証言が得られていることから、申立人が当該処理に関与していた

とは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、平成９年２月 10 日付けで行われた随時改

定における処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において

当該処理を行う合理的な理由は無く、有効な処理があったとは認められない

ことから、申立期間のうち８年 12 月から９年９月までの標準報酬月額につ

いては、20万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、平成９年 10 月１日から 21 年７月 24 日

までの期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法

律の適用については、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により

消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅した期

間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下、「厚生年金特例法」という。）を、その他の期間については、厚

生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを踏まえ

て、当委員会では、上記各期間において、その期間に適用される法律に基づ

き記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

  したがって、申立期間②のうち、平成９年 10月１日から 20 年 12月１日

までの期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅

していた期間であるから、厚生年金特例法を、同年 12月１日から 21年７月



                      

  

24 日までの期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効によ

り消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

 

３ 申立人は、申立期間②の標準報酬月額の相違について申し立てているとこ

ろ、当該期間のうち、平成 12年１月１日から 20年 12月１日までの期間に

ついては、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間の標準報酬月額については、市が保管す

る税務関係資料に基づき推認した厚生年金保険料控除額及び報酬月額から、

申立人の標準報酬月額の記録を平成 12年１月から同年 12月までは 20万円、

13 年１月から同年 12 月までは 19 万円、14 年１月から同年 12 月までは 20

万円、15年１月から同年 12月までは 26万円、16年１月から 18年 12月ま

では 28 万円、19 年１月から同年 12 月までは 18 万円、20 年１月から同年

11月までは 26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付の義務を履行したか否かについ

ては、市が保管する税務関係資料に基づき推認した厚生年金保険料控除額及

び報酬月額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期

間にわたり一致していないことから、事業主は当該税務関係資料に基づき推

認した報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その

結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納

入告知を行っておらず、事業主は、当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

４ 申立期間②のうち、平成 20年 12月１日から 21年７月 24日までの期間に

係る標準報酬月額については、オンライン記録によると９万 8,000円と記録

されている。しかし、市が保管する税務関係資料によると、標準報酬月額の

決定の基礎となる20年４月から同年６月までは標準報酬月額26万円に相当

する報酬月額が事業主により申立人に支払われていたことが推認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額の記録を平成 20 年 12

月から 21年６月までは 26万円に訂正することが必要である。 

 

５  一方、申立期間②のうち、平成９年 10 月１日から 12 年１月１日までの

期間について、申立人は給与明細書等を所持しておらず、報酬月額及び厚生

年金保険料の控除額を確認することができない。 

また、当該事業所では、当該期間における資料は残存していないとして



                      

  

いることから、申立人の標準報酬月額について確認することができない。 

さらに、当該期間の申立人の標準報酬月額の記録は遡及して引き下げら

れているなどの不自然さは見当たらない。 

このほか、当該期間において、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により控除されていたことを確認できる関連資

料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、当該期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

              

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年６月２日から 39年９月 30日まで 

             ② 昭和 40年 10月１日から 42年８月１日まで 

             ③ 昭和 43年６月 20日から 44年８月 31日まで 

   ねんきん特別便で、申立期間に係る脱退手当金を受け取ったことになって

いることを知った。受け取った記憶がなかったので、社会保険事務所（当時）

に相談に行ったが、支払われているとの説明を受け不思議に思っていた。 

今回、日本年金機構から脱退手当金に関するはがきが届いたが、やはり、脱

退手当金は受け取っていないので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるが、オンライン記録によると申立期間①

より前の被保険者期間（２期間）については、その計算の基礎とされておらず、

未請求となっている。しかし、その未請求期間のうち、最初の被保険者期間は、

申立人が正社員として初めて勤務した事業所における被保険者期間であり、18

か月と申立期間に係る最終事業所であるＡ社の被保険者期間より長く、その後

勤務した別の事業所では、健康保険被保険者証を使った記憶があるとしている

ことから、申立人がこの２事業所に係る被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立期間の最終事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によ

ると、申立人の被保険者資格喪失日の前後２年以内に被保険者資格を喪失し、

脱退手当金の受給要件を満たす７人のうち、支給記録がある者はおらず、この

うちの複数の元同僚は、「脱退手当金は、受給していない。退職時、脱退手当

金の説明はなかった。」と証言している上、事業主は、「脱退手当金について、

説明や代理請求は行っていなかった。」と証言していることを踏まえると、事

業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 



                      

  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1709 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

に係る記録を 62万円に訂正することが必要である。 

  ２ 申立人の申立期間②における資格喪失日は、平成 14 年４月５日であると

認められることから、資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

    なお、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、62 万円とす

ることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13年７月１日から 14年３月 31日まで 

             ② 平成 14年３月 31日から同年４月５日まで 

    国の記録では、Ａ社における平成 13年７月から 14年２月までの標準報酬

月額が 62万円から 20万円に引き下げられているが、訂正期間や訂正金額に

ついては全く知らなかった。また、当該事業所では役員であったものの社会

保険事務に関する権限は無かったので、申立期間①に係る標準報酬月額を訂

正してほしい。 

また、厚生年金保険の被保険者資格喪失日が、平成 14年３月 31日となっ

ているが、同年３月分の給与からも保険料が控除されていたと記憶している

ので、申立期間②において厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンラインの記録によると、申立人のＡ社に係る標

準報酬月額は、当初、申立人が主張する 62 万円と記録されていたが、当該

事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった平成14年３月31日以降

の同年４月５日付けで 20 万円に遡及して訂正されていることが確認できる

上、代表取締役を含む役員３人の標準報酬月額についても同様の処理が行わ

れていることが確認できる。 



                      

  

  また、当該事業所に係る滞納処分票により、申立期間当時、社会保険料等

の滞納があったことが確認できる上、当該事業所の代表取締役及び財務担当

の取締役が社会保険事務所（当時）の担当者と滞納保険料について相談して

いることが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間当時、当該事業所において取締役であったこ

とが商業登記簿謄本から確認できるが、申立人は営業担当の取締役であった

と供述しており、申立人と同様に上記の遡及訂正処理のあるほかの役員の証

言からも、申立人が社会保険事務に関する権限を持っていなかったことが認

められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が当該遡及訂正処理を行う

合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当

該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとお

り、平成 13年７月から 14年２月までを 62万円とすることが必要である。 

   

２ 申立期間②について、オンライン記録では、上述のとおりＡ社は平成 14

年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立人につい

ても同日に被保険者資格を喪失しているが、申立人は、「破産管財人が入る

ようになった 15年９月までは勤務していた。」としているところ、申立人と

同様に記録訂正のあるほかの役員は、雇用保険の記録により、当該事業所に

同年６月 30日まで継続して勤務していたことが確認できる上、「私が退職し

た時点で、申立人はまだ在職していた。」と、証言していることから、申立

人は当該事業所に同年６月 30日までは勤務していたことが推認できる。  

また、商業登記簿謄本から申立期間②においても同社は、法人格を有し

ていることが確認できることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

さらに、申立人と同様に記録訂正のあるほかの役員の所持する給与明細書

から、当該事業所における社会保険料の給与からの控除は当月控除方式であ

り、平成 14 年４月分の給与からは厚生年金保険料が控除されていないこと

が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の資格喪失日について、社会保険事

務所において、事実に即した有効な処理があったとは認められず、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、当該処理を行った日である平成 14

年４月５日に訂正し、同年３月の標準報酬月額は当初記録されていた 62 万

円とすることが必要である。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1710 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成元年 10月 16日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 15万円とすること

が必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10月 16日から同年 11月 16日まで 

最初はアルバイトとしてＡ社に勤務し、平成元年 10月から正社員となり

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、同年 11 月からの記録と

なっている。給料支払明細書によると、申立期間について厚生年金保険料が

控除されていたと思うので、厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、雇用保険の加入記録、申立人が所持する給与支払明細書

及び事業主の回答により、申立人は、平成元年 10月 16日からＡ社に正社員と

して勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除したと認められる保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断することと

なる。 

   したがって、申立期間に係る標準報酬月額については、給与支払明細書にお

いて確認できる報酬月額から、15万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届の資格取得日の記



                      

  

載を平成元年 10月 16日とすべきところ、誤って同年 11月 16日と届け出たこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 10

月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1711 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 15 年８月１日、資

格喪失日が 20年５月１日とされ、当該期間のうち、同年４月 30日から同年５

月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算

の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社における資格喪失日に

係る記録を同年５月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 16 万円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20年４月 30日から同年５月１日まで 

    Ａ社を平成 20年４月 30日付けで退職したところ、厚生年金保険の被保険

者資格喪失日は同年４月 30 日となってしまっており、被保険者期間が１か

月欠落している。給与明細書により、同年５月支給の給与から厚生年金保険

料が控除されていることが確認できるので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 15 年８月１日、資

格喪失日が 20年５月１日とされ、当該期間のうち、同年４月 30日から同年５

月１日までの申立期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の

計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている。 

しかしながら、事業所の回答及び申立人が所持する給与明細書により、申立

人は、Ａ社に平成 20年４月 30日まで継続して勤務し、当該期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の所持する給与明細書

の保険料控除額から 16万円とすることが必要である。 



                      

  

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は、申立人の資格喪失届の資格喪失日を誤っ

て提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1712 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額を平成８年

12 月から９年７月までは 24 万円、同年８月から 10 年９月までは 28 万円、

同年 10月及び同年 11月は 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 12月１日から 10年 12月 21日まで 

   申立期間の標準報酬月額が大幅に引き下げられているが、当時、給与が

下がったことはなかったので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準

報酬月額は、当初、平成８年 12 月から９年７月までは 24 万円、同年８月か

ら 10年９月までは 28万円、同年 10月及び同年 11月は 26万円と記録されて

いたところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年 12月

21日の翌日の同年 12月 22日付けで、遡っていずれも 16万円に減額訂正され

ており、申立人以外の３人についても同様の処理が行われていることが確認

できる。 

また、当該事業所の商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間当時、

役員でなかったことが確認できる上、当時の事業主は、「申立人は、店舗管理

の仕事をしていて、経営には関わっておらず、社会保険の手続にも一切関与

していない。」と証言していることから、申立人が当該遡及訂正処理に関与し

ていたとは考え難い。 

さらに、保険料不納欠損整理簿の記載により、当該事業所が保険料を滞納

していたことがうかがわれる上、申立期間について、事業主も、「保険料を払

えていなかったと思う。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該遡及

訂正処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が



                      

  

当初届け出たとおり平成８年 12 月から９年７月までについては 24 万円、同

年８月から 10 年９月までについては 28 万円、同年 10 月及び同年 11 月につ

いては 26万円に訂正することが必要である。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1713 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、平成６年３月

26 日であると認められることから、喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、平成６年２月の標準報酬月額については、38 万円とすることが妥当

である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成６年３月 26 日から同年４月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人の上記訂正後のＡ社における厚生年金保険被保

険者の資格喪失日に係る記録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額を 38万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月 28日から同年４月１日まで 

    Ａ社に平成６年３月 31 日まで勤務したにもかかわらず、申立期間の厚生

年金保険記録が無いので、記録を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成６年２月 28日から同年３月 25日までの期間につい

て、雇用保険の加入記録及び元事業主の証言により、申立人は、Ａ社におい

て、継続して勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の被

保険者資格喪失日については、当該事業所が適用事業所でなくなった日（平

成６年２月 28 日）以降の平成６年４月８日付けで、当初の被保険者資格の

喪失日（６年３月 26日）の記録が取り消され、同年２月 28日に遡って喪失

した記録とされていることが確認できる。 

また、当該事業所の取締役４人について、申立人の資格喪失日が取り消さ

れた平成６年４月８日付けで、標準報酬月額が４年５月１日に遡って減額訂



                      

  

正されている。 

  さらに、当該事業所の商業登記簿謄本によると、当該事業所は上記の適用

事業所でなくなった日以降においても法人事業所であることが確認できる

上、元事業主及び複数の元同僚の証言により、常時、従業員が勤務していた

ことが認められ、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たし

ていたものと認められることから、当該適用事業所でなくなったとする処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について平成６年２月 28 日に資格

を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有

効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、訂正前の記録

どおり、同年３月 26日であると認められる。 

なお、平成６年２月の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所

（当時）に当初届け出た記録から、38万円とすることが妥当である。  

 

２ 申立期間のうち、平成６年３月 26 日から同年４月１日までの期間につい

て、元事業主や元同僚の証言、及び申立人の所持する給料明細書により、申

立人は、Ａ社において、同年３月 31 日まで継続して勤務していたことが認

められる。 

  また、申立人の所持する給料明細書により、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人の給料明細書の保険料

控除額から、38万円とすることが妥当である。  

一方、オンライン記録によると、当該事業所は、平成６年２月28日に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっており、同日以降の期間については、適

用事業所としての記録が無い。 

しかし、商業登記簿謄本によると、当該事業所は、当該期間当時、法人の

事業所であったことが確認できることから、厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断される。 

 なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、当該期間において適用事業所の要件を満たしな

がら社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、社会保険事務所は当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1714 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成６年４月４日から７年７月１日までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

の記録を、６年４月は 16 万円、同年５月から同年 10 月までは 24 万円、同年

11 月から７年４月までは 19 万円、同年５月及び同年６月は 22 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月４日から８年５月 21日まで 

    申立期間について、国で記録されている標準報酬月額が、給料支払明細書

の金額と相違しているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出したＡ社の給料支払明細書において確認できる厚生年金保険

料控除額から、申立期間のうち平成６年４月は 16万円、同年５月から同年 10

月までは 24万円、同年 11月から７年４月までは 19万円、同年５月及び同年

６月は 22万円に標準報酬月額の記録を訂正することが必要である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、申立人が所持する給料支払明細書で確認できる保険料控除額に

見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致

していないことから、事業主は給料支払明細書等で確認できる報酬月額又は保

険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当

時）は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入告知を行っておら

ず、事業主は、当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち平成７年７月１日から８年５月 21 日までの期間の標



                      

  

準報酬月額については、申立人が提出した給料支払明細書から確認できる保険

料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致、又

は超えていないことが確認できることから、申立人が当該期間についてその主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を、事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1715 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は､申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日（昭和 46 年５月 26 日）及び資格取得日（昭和 46

年７月１日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を２万 8,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年５月 26日から同年７月１日まで 

     専門学校卒業後、昭和 46 年４月から同年 11 月まで、Ａ社に勤務したが、

途中の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が抜けているので調べ

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ社において昭和 46 年４

月１日に厚生年金保険の資格を取得し、同年５月 26 日に資格を喪失後、同年

７月１日に同社において再度資格を取得しており、同年５月及び同年６月の申

立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立期間について、複数の同僚の証言により､申立人がＡ社に継続

して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様の業務についていた複数の同僚は、申立期間における申

立人の業務内容、勤務形態に変更は無かった旨を証言している上、当該複数の

同僚は､申立期間に係る給与明細書を提出しており、その給与明細書において､

申立期間の厚生年金保険料が給与から控除されていたことが確認でき、当該期

間において厚生年金保険の記録は継続している。 

これらを総合的に判断すると､申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については､申立人の昭和 46年４月のオンラ



                      

  

イン記録及び同僚の給与明細書の保険料控除額から２万 8,000 円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は既に死亡していることから、これを確認することはできないが、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていない

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録するとは考え難いことから、事

業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行ってお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46 年５月及び同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1716 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は､申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日（昭和 46 年５月 21 日）及び資格取得日（昭和 46

年７月１日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を２万 8,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年５月 21日から同年７月１日まで 

     専門学校卒業後、昭和 46 年４月から同年 11 月まで、Ａ社に勤務したが、

途中の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が抜けているので調べ

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ社において昭和 46 年４

月１日に厚生年金保険の資格を取得し、同年５月 21 日に資格を喪失後、同年

７月１日に同社において再度資格を取得しており、同年５月及び同年６月の申

立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立期間について、雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の証言

により､申立人がＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様の業務についていた複数の同僚は、申立期間における申

立人の業務内容、勤務形態に変更は無かった旨を証言している上、当該複数の

同僚は､申立期間に係る給与明細書を提出しており、その給与明細書において､

申立期間の厚生年金保険料が給与から控除されていたことが確認でき、当該期

間において厚生年金保険の記録は継続している。 

これらを総合的に判断すると､申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については､申立人の昭和 46年４月のオンラ



                      

  

イン記録及び同僚の給与明細書の保険料控除額から２万 8,000 円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は既に死亡していることから、これを確認することはできないが、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていない

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録するとは考え難いことから、事

業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行ってお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46 年５月及び同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1717 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間②における標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったことが認められることから、平成 11年 10月から 12 年８月までの

標準報酬月額を 28万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間③について、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪失

日は、平成 12年 10月６日であると認められることから、申立人の当該期間に

係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準

報酬月額を 28万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年 12月１日から 10年 10月１日まで 

             ② 平成 11年 10月１日から 12年９月 30日まで 

             ③ 平成 12年９月 30日から同年 12月頃まで 

申立期間①及び②について、日本年金機構からの通知に記載された標準報

酬月額と当時もらっていた給与額が違っているので正しい記録に訂正して

ほしい。また、申立期間③については、平成 12年９月 30日が資格喪失日と

なっているが、同年 12 月の給与明細書から厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できるので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生

年金保険の標準報酬月額は、当初、平成 11 年 10 月から 12 年８月までは 28

万円と記録されていたところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった同年９月 30日以降の同年 10月４日付けで、遡って９万 2,000円に訂正

されており、申立人と同様に複数の役員及び従業員についても標準報酬月額が

遡って引き下げられていることが確認できる。 



                      

  

また、当該事業所の登記簿謄本により、申立人は当該期間において役員では

なかったことが確認でき、事業主は、「当時、社会保険事務所（当時）職員の

指導により、保険料の負担額を軽減するために実際の給与額ではない届出を行

った。申立人の業務内容は主にＢ業務であり、標準報酬月額の訂正について知

り得る立場にはなかった。」と回答していることから、申立人が当該遡及訂正

処理に関与したとは考え難い。 

さらに、当該事業所に係る滞納処分票によると、当該遡及訂正処理日時点に

おいて滞納保険料があったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、申立

期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、

申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出たとおり、平成 11年 10月から 12年８月までは 28万円に訂正することが必

要である。 

申立期間③について、雇用保険の加入記録から、申立人が当該期間において、

Ａ社に勤務していたことが認められるが、オンライン記録では、申立人の当該

事業所における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は平成12年９月30日であ

ることが確認できるところ、当該喪失処理については、当該事業所が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった同年９月30日以降の同年10月６日付けで遡っ

て行われていることが確認でき、これは、上記の申立期間②における標準報酬

月額の遡及訂正処理日の２日後であり、当該処理との一体性が認められる。 

また、同僚の証言から、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た平成 12年９月 30日においても、事業は継続しており、当該事業所が適用事

業所としての要件を満たしていたと認められることから、当該適用事業所でな

くなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成 12年９月 30日に資格

を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該資格喪失処理に係る記録は

有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、資格喪失の処

理が行われた同年 10月６日とするのが妥当である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、当該事業所における上記遡

及訂正処理前の平成12年８月のオンライン記録から28万円とすることが妥当

である。 

一方、申立期間③のうち平成 12年 10月６日から同年 12月頃までの期間に

ついては、前述のとおり雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に勤務してい

たことは認められる。  

 しかし、申立人の所持する平成 12年 10月分及び同年 11月分の給与明細書

では、厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、申立人の所持する平成 12年 12月分の給与明細書については、記載さ

れている有給休暇の残日数及び控除されている厚生年金保険料額から、11 年



                      

  

12月のものが誤って 12年 12月と記載されたものと考えられる。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらを総合的に判断すると、当該期間について申立人が厚生年金保険被保

険者として厚生年金保険料を、事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

申立期間①について、オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報

酬月額は、平成９年 12月から 10年９月までは 15万円とされており、当該期

間に係る標準報酬月額の随時改定処理に係る届出は、適切な時期に提出されて

いることが認められ、遡って訂正されるなど不自然な点は見当たらない。 

 また、オンライン記録によると、申立人の平成 10年 10月から 11年９月ま

での標準報酬月額は、24 万円と記録されているところ、申立人が所持する給

与明細書では、改定前の標準報酬月額（15 万円）で算出された厚生年金保険

料が控除されていることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①についてその主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1718 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められること

から、申立期間①に係る標準賞与額の記録を３万 9,000円に、申立期間②に係

る標準賞与額の記録を４万 4,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月 13日 

             ② 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から申立期間①及び②について賞与を支給され、厚生年金保険料が控

除されている。しかし、国の記録では、当該賞与に係る記録が無いため、標

準賞与額の記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人の所持する賞与支払明細書から、申立人

は、当該期間①については、３万 9,000円、当該期間②については、４万 4,000

円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

 なお、事業主が申立人の申立期間①及び②に係る保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は、申立てに係る賞与支払届を社会保険事務

所（当時)に対して提出することを失念していたとしており、保険料について

も納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1719 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から４年 10月１日まで 

申立期間について、40 万円の給与をもらっていたはずであり、標準報酬

月額が 20万円や 26万円とされていることに納得がいかないので、記録を訂

正してもらいたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、平成２年

８月から３年７月までは 20 万円、同年８月から４年９月までは 26 万円と記

録されているところ、当該期間に係る標準報酬月額の随時改定の記録は、遡

って引き下げられている等の記録訂正された形跡も無く、不自然さは見受け

られない。 

   また、当該事業所は平成 22年２月 28日に解散している上、事業主である申

立人は、申立期間当時の賃金台帳等は残存していないとしており、当時の顧

問税理士も申立期間に係る関連資料等は保管していないと回答していること

から、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額につい

て確認することができない。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額を確認できる給与明細書等

の資料を所持しておらず、このほか、当該期間において、申立人がその主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除されていたことを確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以

下「特例法」という。)第１条第１項ただし書では特例対象者（申立人）が、



                      

  

当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又

は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対象とする

ことはできない旨規定されている。 

   したがって、仮に、申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を給与から控除されていたことが認められたとして

も、商業登記簿謄本により、申立期間において当該事業所の代表取締役であ

ったことが確認できることにより、上記のとおり特例法第１条第１項ただし

書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得

る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、当該

期間については、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1720 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年 10月１日から 10年 10月１日まで  

 ② 平成 10年 10月１日から 14年３月 31日まで 

申立期間①について、厚生年金保険の標準報酬月額が遡って引き下げら

れている上、申立期間②については、標準報酬月額が 56万円であったにも

かかわらず９万 8,000 円と記録されているので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚

生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成７年 10月から８年９月までは 56

万円、同年 10 月から 10 年９月までは 59 万円と記録されていたところ、９

年 11月 25日付けで、いずれも遡って９万 8,000円に減額訂正されているこ

とが確認できる。 

しかしながら、商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間において、当

該事業所の代表取締役であったことが確認できる。 

また、保険料滞納処分票を見ると、申立期間当時、当該事業所では厚生年

金保険料を滞納していたことが確認できる上、代表取締役である申立人自ら

が、社会保険事務所（当時）の職員と保険料の納付方法について相談を行い、

債務確認書の提出を行っていたことが確認できる。 

さらに、当該事業所の元取締役及び元従業員は、「社長は、社会保険の事

務手続に関与していたと思う。」と証言している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責

任を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理

が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金



                      

  

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

２ 申立人は、申立期間②について、Ａ社における報酬月額とオンライン記

録上の標準報酬月額が相違していると主張している。 

 しかしながら、当該事業所は平成 14 年３月に営業を休止し、賃金台帳等

の関連資料は廃棄されている上、申立期間当時、経理及び社会保険事務を

担当していたとする総務部長は他界していることから、申立人の主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

 また、オンライン記録において、標準報酬月額が遡って訂正された形跡は

無く、社会保険事務所の事務処理に不合理な点は見当たらない。 

 このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

(以下「特例法」という。)第１条第１項ただし書では特例対象者（申立人）

が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知

り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対

象とすることはできない旨規定されている。 

  したがって、仮に、申立人が申立期間②について、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除されていたことが認められた

としても、商業登記簿謄本により、当該期間において当該事業所の代表取締

役であったことが確認できることから、上記のとおり特例法第１条第１項た

だし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知

り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、

当該期間については、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月１日から 37年 12月 31日まで 

    年金事務所に行ったとき、脱退手当金が支給済みとされていることを初め

て知った。しかし、Ａ社の退職時に、会社から脱退手当金についての説明は

一切無く、自分で脱退手当金を請求し受給した記憶も無いので、調査の上、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚

生年金保険の被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和38年５月１日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間に係る事業所を退職後、再び厚生年金保険の被保

険者資格を取得したのは約６年後の昭和43年12月29日であり、この間、国民年

金の強制加入期間においても国民年金に加入しておらず、年金に対する意識が

高かったとは考え難い。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 12月 24日から 30年７月 27日まで 

    ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社（現在は、Ｂ社）に係る厚生年金

保険の資格喪失年月日の記録が違っていることに気がついた。当該資格喪失

日の記録よりも後まで勤務していたので、調査の上、申立期間について、厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人を記憶している同僚は、申立人のＡ社における勤務期間までは記憶し

ておらず、申立人が退職した時期について特定することはできなかった。 

また、当該事業所及び当該事業所が加入する健康保険組合も、「資料が無く

当時の状況を確認できない。」と回答していることから、申立人の申立期間に

係る当該事業所における勤務状況、厚生年金保険の加入状況及び保険料控除に

ついて確認することができない。 

さらに、申立人は、昭和30年７月27日まで勤務していたとしているところ、

名前を挙げた同僚よりも「自分が先に退職した。」としており、当該同僚は、

同年３月 20 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが健康保険

厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録から確認できる。 

このほか、申立人が、申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1723 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成８年７月１日から 12年４月 13日まで 

  申立期間について、標準報酬月額が減額されていることを知ったので、調

査の上、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成８年７月１日から９年 10 月１日までの申立人のＡ

社における厚生年金保険の標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初、

59万円と記録されていたところ、同年２月３日付けで、遡及して９万 8,000

円に減額訂正が行われていることが確認できる。 

  一方、商業登記簿謄本によると、申立人は申立期間当時、同社の代表取締

役であったことが確認できる。 

また、申立人は、社会保険の届出事務を自ら行うとともに、当該事務の手

続書類等に代表者印を押していたのも自分であるとしている。 

さらに、Ａ社の当座預金取引推移一覧表によると、平成９年 11 月４日に

管轄社会保険事務所（当時）からの入金が確認できるところ、この金額は、

上記の標準報酬月額を遡及訂正したことにより生じる社会保険料額を最大

限充当できる７か月分の同年１月分から同年７月分までの社会保険料に充

当した後の残金の額とほぼ一致していることから、管轄社会保険事務所が遡

及訂正により生じた還付金を同社の当座預金口座に送金した可能性が高い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責

任を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理

の無効を主張することは信義則上許されず、申立人の当該期間における厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

２ 申立期間のうち、平成９年 10月１日から 12年４月 13日までの期間の標

準報酬月額については、オンライン記録によると、適正な時期に定時決定で



                      

  

９万 8,000円と記録されていることが確認でき、遡及して減額訂正されてい

るなどの不自然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

  また、申立人は、社会保険料を小切手により支払っていたとしているとこ

ろ、Ａ社の当座預金取引推移一覧表によると、平成９年 10月から 10年６月

まで、ほぼ毎月、オンライン記録どおりの標準報酬月額（９万 8,000円）に

基づく社会保険料と一致する金額が小切手により支払われていることが確

認できる上、申立人が入院していたとする 10 年７月以降は、当座預金の入

出金記録がほとんど無く、保険料の支払状況を確認することができない。 

さらに、申立人及び関与税理士は、当該期間に係る賃金台帳等の保険料控

除を確認できる資料を保管しておらず、当該期間の保険料控除について確認

することができない。 

加えて、前述のとおり、申立人は申立期間当時、同社の代表取締役であり、

社会保険の手続書類等に代表者印を押していたのも自分であるとしている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立

人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正

の対象とすることはできない旨規定されている。  

 これらのことから、申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書

に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る

状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、当該期

間については、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1724 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年９月 19日から同年 11月１日まで 

    平成９年３月からＡ社に勤め、申立期間についても継続して勤務し、給料

から厚生年金保険料が控除されていたので被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間も引き続きＡ社に勤務していたと述べているが、オンライ

ン記録によると、当該事業所は平成９年９月 19 日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっており、申立期間は厚生年金保険の適用事業所でないことが確認

できる。 

また、事業主の妻は、「既に会社は倒産し、資料が残っていないため申立期

間当時のことは確認できない。」としており、申立人の申立期間における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除を確認できない。 

さらに、オンライン記録により、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪

失した平成９年９月 19 日に事業主及び全ての被保険者が被保険者資格を喪失

し、いずれの被保険者も健康保険の任意継続被保険者となっていることが確認

できる。 

加えて、事業主の妻は、「当時、社会保険料の支払が大変で社会保険を抜け

たと聞いた。その際に従業員にはその旨を説明していると思う。また、社会保

険に加入しなくなったため１人につき１万円を手当として支払った覚えがあ

る。」としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1725 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

   また、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 10月１日から 20年８月 28日まで 

              ② 昭和 20年９月２日から 26年６月 30日まで 

    申立期間①については、脱退手当金を支給されたと記録されているが、も

らった記憶が無い。申立期間②については、終戦によりＡ社（現在は、Ｂ社）

を退職し、すぐに同社に再就職したが再就職後の厚生年金保険の記録が無い

ことに納得がいかない。正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）に

は脱退手当金が支給されたことが記載されているとともに、当該期間に係る厚

生年金保険資格喪失日から約４か月後の昭和 20年 12月 15日に支給決定され

ているなど一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

   申立期間②について、Ｃ省が保管している申立人に係る履歴表の職歴欄に、

「Ａ社、昭和 16年４月から 20年 12月」と記載されていることから、申立期

間の一部については当該事業所に勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立期間②においてＡ社が厚生年

金保険の適用事業所であった記録は確認できない上、当該事業所が名称変更し

たＤ社は昭和 23 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、上記

履歴表において確認できる申立期間②に係る勤務期間において適用事業所で

あった記録は確認できない。 



                      

  

   また、上記履歴表によると、Ａ社の勤務記録の後は、自営手伝いと記載され

ており、昭和 25年９月２日にＥ社に入社していることが確認できる。 

さらに、申立人は、「月給支給日に給与明細書等は交付されなかったため、

保険料が控除されていたかは不明。」、「保険証を交付されたか覚えていない。」、

｢Ｅ社に入社する前に自宅（自営業）で親の手伝いを２、３年行っていた記憶

がある。｣と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1726 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年５月 29日から同年６月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録

が無い。 

    申立期間当時、Ｂ店からＣ店に異動したが、同社には継続して勤務してい

たので、加入記録が無いのは事業主の届出誤りによるものだと思う。当該期

間を厚生年金保険の加入期間の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間についてＡ社の回答により、申立人が当該期間に同社に継続して勤

務していたことは認められる。 

   しかし、当該事業所が保管している「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書」及び「厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」

により、オンライン記録どおりの届出が行われたことが確認できる。 

   また、申立人が所持する給与明細書により、被保険者資格取得月の翌月の給

与から厚生年金保険料が控除されていることが確認できることから、当該事業

所における厚生年金保険料の控除は翌月控除方式であったことがうかがわれ

るところ、昭和 50 年６月分の給与明細書によれば、申立期間に係る同年５月

分の保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1727 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月頃から 46年３月頃まで 

     申立期間当時、Ａ資格取得を目指して、Ｂ社で実務経験を積みながら夜間

の専門学校に通学していた。当該事業所では健康保険証を持っていた記憶が

あり、厚生年金保険にも加入していたと思うので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人が勤務し、Ｃ町に所在していたとするＢ社

は、厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認できない。 

また、申立人は、当該事業所の事業主及び申立期間当時の同僚等の氏名を記

憶していないため、申立期間当時の状況を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


